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北九州市公告第４３３号  
 一般競争入札により、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例

を定める政令（平成７年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約を締

結するので、北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平

成７年北九州市規則第７８号）第５条第１項の規定により次のとおり公告する

。  
  令和８年６月１０日  
                    北九州市長 武 内 和 久   
１ 工事概要  

（１） 工事名      旧日明工場解体撤去工事  
（２） 工事場所     北九州市小倉北区西港町９６番２  
（３） 工事内容     旧日明工場の解体撤去工事  
（４） 工期       請負契約締結の日から令和１２年７月３１日ま

で  
（５） 予定価格     ２７億５，７００万円（消費税及び地方消費税

相当額を除く。）  
（６） 総合評価落札方式 適用する。  
（７） 電子入札案件   本工事は、入札の手続等を原則として電子入札

システムにより行う。  
（８） その他      この契約は、北九州市議会の議決に付すべき契

約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和

３９年北九州市条例第８１号）第２条の規定に

より北九州市議会（以下「市議会」という。）

の議決に付さなければならない工事の請負契約

であるため、落札の決定後、仮契約書により仮

契約を締結し、本契約は市議会の議決の日をも

って成立するものとする。この入札の落札者は

、落札決定の日から北九州市（以下この項にお

いて「本市」という。）が指定する日までに、

本市と仮契約を締結しなければならない。なお

、市議会で否決された場合は、本契約を締結し

ない。この場合、本市は本契約が成立しないこ

とによる補償は行わない。  
             この工事は、本契約日から令和９年３月３１日  
             までの期間を事前準備期間とする。詳細につい  
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             ては、現場説明書を確認すること。  
２ 電子入札に関する事項  

（１） この工事は、競争参加資格確認申請書の提出、競争参加資格確認通

知書の発行、入札書（工事費内訳書を含む。）の提出、開札、落札者の決

定及び落札者決定通知書の発行等について、原則として電子入札システム

により手続を行う工事である。ただし、電子入札システムにより難い場合

は、事前に発注者の承諾を得て、北九州市電子入札運用基準（以下「運用

基準」という。）第１章１－２（２）に規定するサブシステム又は紙入札

により行うことができるものとする。  
（２） 電子入札による手続開始後に、紙入札への途中変更は行わないもの

とする。ただし、入札参加者にやむを得ない事情が生じた場合には、発注

者の承諾を得て紙入札による参加ができるものとする。  
（３） その他電子入札に係る運用については、「北九州市電子入札実施要

領」、「運用基準」及び「電子入札心得（一般競争入札・工事用）」によ

る。  
３ 競争入札参加資格  
  次に掲げる条件を満たしている共同企業体であること。  

（１）  共同企業体の構成員の参加資格  
  次に掲げる事項のいずれにも該当するものであること。  

  ア 北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平  
   成６年北九州市規則第５９号。以下「資格審査規則」という。）第７条  
   第１項の有資格業者名簿（以下「有資格業者名簿」という。）に記載さ  
   れていること。  
  イ 有資格業者名簿に記載されている工事の種別（以下「工種」という。  
   ）が建築工事（希望順位を問わない。）であること。  
  ウ 有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級がＡであること。  
  エ 建築工事業について建設業法（昭和２４年法律第１００号。以下「法  
   」という。）第３条の規定に基づく特定建設業の許可を受けていること  
   。  
  オ 本市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。）から指名停止を  
   受けている期間中でないこと。  

（２） 共同企業体の結成基準  
  ア 構成員の数は２社又は３社であること。  
  イ 各構成員の出資比率は、２社で結成する場合は１００分の３０以上、  
   ３社で結成する場合は１００分の２０以上であること。  
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  ウ 構成員は、この工事について結成された他の共同企業体の構成員でな  
   いこと。  
  エ 代表構成員は、次のいずれにも該当する者であること。  
   （ア） 総合評定値通知書の「建設工事の種類」「０２０建築一式」の  
    「総合評定値（Ｐ）」（以下「総合評定値（Ｐ）」という。）が１，  
    １００点以上であること。  
   （イ） 出資比率が他のすべての構成員の出資比率を上回ること。  
   （ウ） 次のいずれの条件も満たす国、地方公共団体又は地方自治法第  
    ２８４条に基づく一部事務組合若しくは広域連合が発注した解体工事  
    を元請として完成させた実績があること。ただし、共同企業体の構成  
    員としての実績は、出資比率が１００分の２０以上であるものに限る  
    。  

ａ 平成１８年４月１日以降に受注し、令和８年３月３１日までに完

成し、又は引渡しが完了していること。  
ｂ 処理能力１００ｔ／日以上を有する一般廃棄物焼却施設について

、「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策

要綱」（平成１３年４月２５日付け基発４０１号の２厚生労働省基

準局通知）に基づき実施した工事であること。  
４ 競争入札参加資格審査の申請  

 この公告に係る一般競争入札に参加を希望する者で有資格業者名簿に記載

されていないものは、北九州市技術監理局契約部契約制度課（電話 ０９３

－５８２－２５４５）に本入札に参加を希望する旨を告げた上で、令和８年

６月２９日の正午までに競争参加資格確認申請と併せて北九州市建設工事入

札参加資格審査申請を行わなければならない。  
 ただし、有資格業者名簿に記載されていた者で、資格審査規則第３条第１

号の規定に該当したため、資格審査規則第９条第１項の規定により、一般競

争入札参加資格を有する旨の決定を取り消され、その取消しの日から１年間

（手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止処分その他法

人の経営継続を著しく困難にする事実により当該決定を取り消された場合は

、２年間）を経過しないものは、競争参加資格確認申請書及び北九州市建設

工事入札参加資格審査申請書を提出することができない。  
５ 契約条項を示す場所及び期間  

（１） 場所 北九州市小倉北区城内１番１号  
       北九州市技術監理局契約部契約課  
（２） 期間 この公告の日（以下「公告日」という。）から令和８年８月  
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 ２５日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法

律第１７８号）に規定する休日を除く。）の毎日午前９時から午前１１時

３０分まで及び午後１時から午後４時３０分まで  
（３） 入札説明書の交付方法  

   北九州市技術監理局契約部のホームページからダウンロードできる。ま  
  た、第１号の場所において無償で交付する。  

北九州市技術監理局契約部のホームページアドレス  
http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp 

６ 競争参加資格確認申請書の提出期間及び提出場所  
 （１） この公告に掲げる競争入札参加資格の確認を受けるための申請は、  
  次の手続きにより行う。  
  ア 電子入札システムにより競争参加資格確認申請書（以下「申請書」と  
   いう。）を提出し、「提出書類一覧表（工事用）」を添付する。  
  イ 申請書の添付資料は、アに添付又は紙媒体で提出する。  
  ウ 発注者の承諾を得て当初からサブシステム又は紙入札により参加する  
   場合は、申請書及び申請書の添付資料を紙媒体で提出する。  
 （２） 電子入札システムによる提出期間  
   公告日から令和８年６月２６日まで（日曜日及び土曜日を除く。）の毎  
  日午前９時から午後４時３０分まで及び同月２９日の正午まで  
 （３） 紙媒体による提出  
  ア 提出期間 公告日から令和８年６月２６日まで（日曜日及び土曜日を  
  除く。）の毎日午前９時から午後４時３０分まで及び同月２９日の正午ま  
  で  
  イ 提出場所 第５項第１号の場所  
  ウ 提出方法 持参又は郵送するものとし、電送によるものは受け付けな  
   い。  
７ 入札書の受付期間  
 （１） 電子入札システムによる受付期間 令和８年７月２３日及び同月２  
  ４日の午前９時から午後７時まで並びに同月２７日の午前９時から午後４  
  時３０分まで  
 （２） サブシステムによる入札書の提出期限 令和８年７月２７日の北九  
  州市が指定する時間  
 （３） 郵送（書留郵便又はレターパックプラスに限る。）による入札書の  
  提出期限 北九州市技術監理局契約部契約課に令和８年７月２７日午後４  
  時３０分までに必着のこと。  
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８ 開札の場所及び日時  
（１） 場所 第５項第１号の場所  
（２） 日時 令和８年８月２５日 午前９時（予定）  

９ 入札及び契約に関する条件  
（１） 入札契約手続において使用する言語及び通貨  

ア 言語 日本語  
イ 通貨 日本国通貨  

（２） 最低制限価格 設けない。ただし、北九州市建設工事低入札価格調

査実施要領に基づく調査基準価格を設ける。  
（３） 入札保証金 免除する。  
（４） 契約保証金 契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規

則第２５条第７項第１号又は第２号のいずれかに該当する場合は、免除す

る。  
１０ 落札者の決定方法  

（１） 総合評価による落札者決定  
  ア 入札価格と技術提案等の内容によって算出された評価値の最も高い者  
   を落札者とする。なお、評価値の最も高い者が２者以上あるときは、該  
   当者によるくじ引きで落札者を決定する。  
  イ 評価値の算出方法は、除算方式とする。  
  ウ 評価値は入札書が無効でない者について次の算式により算定する。な  
   お、入札価格は各入札者の入札金額とする。  
    技術評価点＝標準点＋加算点（指名停止措置等による減点を含む。）  
    評価値＝技術評価点÷入札価格×１億  
  エ 技術評価点は、設計図書等に記載されている当該工事に係る最低条件  
   を満足する場合に標準点（１００点）を与え、評価項目ごとの評価によ  
   って加点又は減点する。なお、最低条件を満足していない場合は技術評  
   価点を０点とし、減点により加算点が０点を下回った場合の加算点は０  
   点とする。  
  オ 技術評価基準、技術資料の提出その他総合評価に関する詳細について  
   は、入札説明書（「旧日明工場解体撤去工事に係る技術資料の提出につ  
   いて」を含む。）による。  

（２） 低入札価格調査  
  ア 第１号アにかかわらず、北九州市建設工事低入札価格調査実施要領第  
   ３項の規定により定められた調査基準価格を下回った入札が行われた場  
   合は、当該価格によっては契約の内容に適合した履行がなされないおそ  
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   れがあると認められるか否かについて調査を行うため、落札者の決定を  
   保留する。  
  イ アに該当する入札を行った者は、「低入札価格調査に係る提出資料の  
   作成要領」に従って作成した書類を提出するとともに、調査に協力しな  
   ければならない。  
  ウ 調査基準価格を下回る価格をもって入札した者は、評価値の最も高い  
   者であっても、必ずしも落札者とならない。  

（３） 第１号アにかかわらず、落札者となるべき者と契約を締結すること  
  が公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であ  
  ると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって有効な入  
  札をした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。  

（４） 競争参加資格がある旨確認された者であっても開札時においてこの  
  工事に係る入札公告に掲げる入札参加資格を失ったときは、入札は無効と  
  する。  
１１ 入札の無効  
  次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。  

（１） この公告に示した競争入札参加資格のない者のした入札及び入札に

関する条件に違反した入札  
（２） 競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者のした入札  
（３） 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札  
（４） 北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札  

１２ その他  
（１） この工事に係る技術者については、建設業法（昭和２４年法律第１

００号）等関係法令を遵守し、請負代金額及び下請代金総額に応じて、適

切に配置すること。なお、当該技術者は、直接的かつ恒常的な雇用関係（

開札日において雇用関係が３箇月以上経過していることをいう。）にある

者を配置すること。  
（２） この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。  
（３） 入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者は、この

入札に参加することができない。  
（４） この入札に関する問い合わせ先は、次のとおりとする。  
   〒８０３－８５０１  
   北九州市小倉北区城内１番１号  
   北九州市技術監理局契約部契約課  
   電話 ０９３－５８２－２２５６  
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１３ Summary 
（１） Subject matter of Contract：Demolition and removal work of 

 Former Hiagari Incineration Facility 

（２） Deadline for the submission of application forms and  

relevant documents required to register on the electronic bidding  

system：12:00p.m.(noon),June 29,2026 

（３） Deadline for the submission of tender For tenders via the  

electronic bidding system：4:30p.m., July 27,2026 
 For tenders submitted by mail：4:30p.m., July 27,2026 

（４） Applications must be made in Japanese 

（５） For further information, please contact：Contracts Division, 

Contracts Department, Engineering Supervision Bureau, 

City of Kitakyushu, 1-1 Jonai, Kokurakita-ku, Kitakyushu-city  

803-8501 Japan TEL 093-582-2256 
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北九州市交通局管理規程第７号 

北九州市交通局物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程の一部を

改正する規程を次のように定める。 

  令和８年６月１０日 

北九州市交通局長 中 島   尚 

北九州市交通局物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規

程の一部を改正する規程 

北九州市交通局物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程（平成７

年北九州市交通局管理規程第５号）の一部を次のように改正する。 

 別表の第３条、第４条、第６条第１項、第８条、第１１条、第１２条第１項

、第１４条、第１５条の項中「第４条」の次に「、第５条第１項」を加え、同

表の第５条第１項から第３項まで、第６条第１項、第１０条、第１０条の２、

第１３条の項中「、第６条第１項」を削る。 

付 則 

 この規程は、公布の日から施行する。 
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北九州市交通局公告第２８号 

  一般競争入札により、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例

を定める政令（平成７年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約を締

結するので、北九州市交通局物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規

程（平成７年北九州市交通局管理規程第５号）第２条において準用する北九州

市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年北九州市規則

第７８号）第５条第１項の規定により次のとおり公告する。 

  令和８年６月１０日 

                           北九州市交通局長 中 島   尚 

１ 調達内容 

  （１） 購入品目及び予定数量 

   軽油 １１万４，０００リットル 

  （２） 購入物品の特質等 仕様書で定めるとおり 

  （３） 履行期間 令和８年８月１日から同月３１日まで 

  （４） 納入場所 北九州市交通局若松営業所及び向田営業所 

（５） 今後購入が予想される数量及び入札公告予定時期 

  予定数量７０万６，０００リットル 令和８年７月頃 

（６） 入札方法 単位当たりの価格により行う。価格は軽油引取税を含む

ものとし、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免

税事業者であるかを問わず、見積もった金額から軽油引取税を除いた金額

の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 競争入札参加資格 

次の各号のいずれにも該当する者であること。 

（１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。  

  （２） 北九州市交通局物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等

に関する規程（平成７年北九州市交通局管理規程第１号）第２条において

準用する北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関

する規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名

簿（以下「有資格業者名簿」という。）に記載されていること。 

（３） 北九州市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

３ 競争入札参加資格審査の申請 

    この公告に係る一般競争入札に参加を希望する者で有資格業者名簿に記載

されていないものは、北九州市技術監理局契約部契約制度課（電話 ０９３

－５８２－２５４５）に本入札に参加を希望する旨を告げた上で、令和８年
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７月１０日までに競争入札参加資格申請を行わなければならない。 

４ 入札手続等 

 （１） 契約条項を示す場所及び期間 

    ア 場所 北九州市若松区東小石町３番１号 

       北九州市交通局総務経営課  

    イ 期間  この公告の日から令和８年７月２３日まで（日曜日、土曜日及

び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休

日を除く。）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後１時か

ら午後４時３０分まで並びに同月２４日の午前９時から午前１１時３０

分まで及び午後１時から午後２時まで 

（２） 入札説明書及び仕様書の交付方法  前号アの場所において無償で交

付する。 

（３） 入札説明会の場所及び日時 

    ア 場所  北九州市若松区東小石町３番１号 

          北九州市交通局４２会議室 

    イ  日時 令和８年７月１５日午後２時   

（４） 競争参加の申出書の提出  この公告に係る一般競争入札に参加を希

望する者は、令和８年７月１０日までに競争参加の申出書を北九州市交通

局総務経営課に提出しなければならない。 

（５） 郵送による場合の入札書の受領期限  第１号アの場所に書留郵便に

より、令和８年７月２３日午後５時までに必着のこと。 

（６） 入札及び開札の場所及び日時 

    ア 場所  北九州市若松区東小石町３番１号 

              北九州市交通局４２会議室 

   イ 日時 令和８年７月２４日午後２時 

５ その他 

（１） 契約手続において使用する言語及び通貨 

  ア  言語 日本語 

    イ  通貨  日本国通貨 

（２） 入札保証金及び契約保証金 

    ア 入札保証金  入札価格に予定数量を乗じて得た額の１００分の５以上

。ただし、北九州市交通局契約規程（昭和３９年北九州市交通局管理規

程第５号。以下「契約規程」という。）において準用する北九州市契約

規則（昭和３９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）

第５条第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 
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  イ 契約保証金 契約金額に予定数量を乗じて得た額の１００分の５以上

。ただし、契約規程において準用する契約規則第２５条第７項第１号又

は第３号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

（３） 入札の無効 

      次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

    ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札 

    イ 申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

    ウ 契約規程において準用する契約規則第１２条各号のいずれかに該当す

る入札 

（４） 落札者の決定方法 契約規程において準用する契約規則第１３条第

１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ

て入札を行った者を落札者とする。 

（５） 契約書作成の要否 要 

（６） この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在

地等 

     北九州市交通局総務経営課 

     〒８０８－００１７ 北九州市若松区東小石町３番１号 

      電話 ０９３－７７１－８４０１ 

６ Summary 

（１） Product and Quantity  

   Gas Oil 

   Forecasted Quantity: 

   114,000ℓ   

（２） Deadline of Tender(by hand) 

   2:00p.m., July 24, 2026 

（３） Deadline of Tender(by mail) 

   5:00p.m., July 23, 2026 

（４） For further information, please contact: 

General Affairs and Management Division, Transportation Bureau, 

City of Kitakyushu, 

3-1 Higashikoishimachi, Wakamatsu-ku, Kitakyushu-city 808-0017 

Japan TEL 093-771-8401 
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北九州市公営競技局管理規程第７号 

北九州市公営競技局物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程の一

部を改正する規程を次のように定める。 

  令和８年６月１０日 

北九州市公営競技局長 宮 金   満 

北九州市公営競技局物品等又は特定役務の調達手続の特例を定め

る規程の一部を改正する規程 

北九州市公営競技局物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程（平

成３０年北九州市公営競技局管理規程第１１号）の一部を次のように改正する

。 

 第２条の表の左欄中「、第４条」の次に「、第５条第１項」を加え、「第６

条第１項、第１０条」を「第１０条」に改める。 

付 則 

 この規程は、公布の日から施行する。 
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正誤表 

 

年 令和８年 

号 第６０８３号 

頁 １９ 

訂正 

箇所 
表中 

正 ７ 入札及び契約に関する条件 最低制限価格 設けない。 

 

誤 ７ 入札及び契約に関する条件 最低制限価格 設ける。 
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